
第1号様式（第９条関係） 

条 例 見 直 し 調 書  

 作成年度 令和元年度 次回見直し予定 令和６年度 

条 例 名 神奈川県消費生活条例 

条 例 番 号 昭和55年神奈川県条例第１号 法 規 集 第４編第１章第２節 

所 管 室 課 くらし安全防災局くらし安全部消費生活課 

条 例 の 概 要 県民の消費生活に関し、県及び事業者の責務を明らかにするとともに、県が実

施する施策について必要な事項を定め、消費者の権利を確立し、県民の消費生活

の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資する。 

検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討 

視  点 検  討  内  容 備   考 

必要性 

 

 社会状況の変化を背景に複雑化・多様化する消費者

問題に対応するため、消費者行政の充実強化が求めら

れる中、本条例は、消費者被害の速やかな救済のため

に必要な措置や、不当な取引行為を行っている事業者

に対して指導等を行う根拠となるものであり、また、

消費者の権利を確立し、消費者教育を推進する等、県

民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生

活を推進するために必要な条例である。 

 

有効性 本条例に基づき、深刻化する消費者被害の速やかな

救済のために必要な措置や、不当な取引行為を行って

いる事業者に対する指導等を行っており、消費者被害

の拡大防止及び未然防止のために有効に機能してい

る。 

年度  指導・勧告件数 相談件数 

H26   100件  11,569件 

H27     76件  11,429件 

H28    60件  10,273件 

H29     78件  10,554件 

H30     94件   14,062件 

効率性 本条例において、目的達成に必要な最小限度の事項

を規制するとともに、消費者教育、被害の救済等を規

定することにより、消費者施策を総合的、計画的に推

進しており、効率的である。 

 

基本方針適

合性 

 本条例は、「かながわグランドデザイン」の主要施策

「消費者被害などの未然防止と救済」を実現するため

のものであり、県の基本方針に適合している。 

 

適法性  消費者基本法その他の関係法令に沿った条例であ

り、憲法、法令に抵触しない内容である。 
 

その他   

見

直

し

結

果 

１ 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 

２ 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 

３ 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 

４ 改正及び運用の改善等を検討する。 

５ 廃止を検討する。 

理 由 等 

 現行条例の運用上の課題は見受けられな

いため、改正、廃止及び運用の改善等の必

要はない。 

 

現在でも

必要な条

例か。 

現 行 の 内

容 で 課 題

が 解 決 で

きるか。 

現行の内

容で効率

的といえ

るか。 

県政の基

本的な方

針に適合

している

か。 

憲法、法令

に抵触し

ないか。 


